
上下水道事業の老朽化対策・耐震化と経営基盤強化に向けた支援を

求める意見書

上下水道事業は、地域の生活と産業活動を支える重要なライフラインであり、

安全かつ安定的なサービス提供を将来にわたり確保していくことが求められてい

ます。

しかし、人口減少に伴う料金収入の減少、物価高騰、エネルギー価格の上昇及

び人件費の増加により、経営環境は一層厳しさを増しています。本市においても

経営の効率化や経費削減に取り組んでいるものの、本市の地形的特徴から山間部

に小規模な施設が点在し、事業の効率化が図りにくく、自治体の経営改善のみで

は対応に限界があります。加えて、老朽施設及び老朽管の更新並びに耐震化には

多額の事業費を要し、必要な財源の確保が大きな課題となる一方で、国の補助金

の配分が不十分であり、要望する事業が実施できず、計画的な老朽化対策の推進

が困難となっています。

さらに、専門的業務を担う技術職員の不足は、更新事業や耐震化の推進に支障

を来しており、人材確保が急務となっています。加えて、ベテラン職員の退職に

伴う技術・ノウハウの喪失が懸念される中、技術継承の仕組みの構築が求められ

ています。

また、将来にわたり持続可能な経営基盤を構築するためには、広域化・広域連

携の推進が有効な手段ですが、市町村間の調整や方向性の整理には多くの課題が

あり、容易ではありません。このため、広域化・広域連携の取組を円滑に推進す

るためには、各自治体の実情に応じた柔軟かつ実効的な支援が必要です。

以上のことから、国及び政府において、上下水道施設の老朽化対策と耐震化を

着実に推進し、住民の安全・安心な暮らしを実現するため、次の事項について特

段の措置を講ずるよう強く要請します。



記

１ 上下水道施設の老朽化対策や耐震化に対する予算の必要額の確保

２ 専門的業務を担う技術職員の確保及び技術継承と人材育成への支援

３ 広域化・広域連携に向けた取組への支援の充実と補助対象の拡充

４ 地域の実情に応じた柔軟な補助制度設計の実現

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出いたします。
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